
第41回定時株主総会資料

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
株式会社魚喜

法令並びに当社定款第１３条の規定に基づき、上記の事項につきまして
は、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載し
ておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、
株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書
面を一律でお送りいたします。

2026年04月15日 14時12分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．内部統制システムについての基本的な考え方とその整備状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に基づいて、内部統制シス
テムについての基本的な考え方とその整備につき取締役会で決議しております。こ
の決議内容は適宜見直しを行っております。現在の決議内容は以下のとおりであり
ます。
１．当社グループの取締役・使用人の業務執行が法令・定款に適合することを確保

するための体制
（1）当社グループは、取締役会規程、役割権限規程等を制定し、それらに規定さ

れた業務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う。
（2）当社グループの取締役及び使用人が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価

値観及び具体的な行動指針を示した企業行動指針憲章、使用人の行動規範を
はじめとするコンプライアンスに関連した企業倫理委員会規程を制定し遵守
の徹底を図る。

（3）企業倫理委員会に係る社内体制として、企業倫理委員会委員長（代表取締役
社長）、企業倫理委員会担当取締役及び企業倫理委員会関連業務事務局を配置
する。

（4）役割権限規程を整備し、特定の者に権限が集中しないよう内部牽制の確立を
図る。

（5）内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに
業務の有効性及び効率性について監査し、その結果を代表取締役社長及び監
査等委員会に報告する。

（6）当社グループの取締役及び使用人のほか、派遣使用人、下請会社又は委託先
会社の取締役及び使用人が、当社グループが定める通報先に対して、当社グ
ループ又は当社グループの関連事業に従事する場合における当社グループの
取締役及び使用人による法令並びに当社グループが定める規程等に違反する
行為又は違反する恐れのある行為について、通報、報告又は相談するための
内部通報規程を設ける。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切か

つ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定
められた期間、保存する。
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（2）これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持
する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）当社グループは、当社グループの信用の失墜等及び当社グループの債権保全

等の損失の危険の管理に関する規程及び体制を設け、当社グループにおける
企業倫理委員会委員長（代表取締役社長）が中心となって、損失危険管理規
程の運営、管理をすることを基本とする。

（2）当社グループは、企業倫理委員会委員長（代表取締役社長）のほかに別途、
損失危険管理担当役員を設ける。

（3）取締役会は、損失危険管理規程に基づき、損失危険等の重要な情報の適時開
示を実施するための基準策定をする。

（4）委員長である代表取締役社長及び損失危険管理担当役員は、重大な不正等の
事件等が発生したときは、ただちに取締役会に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役会を定例的に毎月開催し、必要あるときは適宜臨時に開催することで、

重要な事項について審議及び決定し、また重要な報告事項があれば報告する
ことで職務の執行の効率化を図る。

（2）取締役会は、事業の運営において、事業年度予算を策定し、全社ベースに落
し込みを図り、定例取締役会において、その進捗状況及び結果を検証し、各
本部並びに各部署にその施策等の指示を通達する。

（3）迅速かつ的確な経営判断及び経営指針を敏速に伝達するために定例的に取締
役並びに執行役員を構成員として経営会議を開催し、必要あるときは随時開
催して、経営課題の検討及び報告をする。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について当社への報告に関

する体制を整備する。
（2）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備する。
（3）当社の子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保する

ための体制を整備する。
（4）当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するた

めの体制を整備する。
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（5）当社は、取締役会において、出席する子会社取締役により、その子会社の業
績、財務状況その他重要な事項について報告を受ける。また「関連会社管理
規程」に基づき担当役員は、その子会社の業績等について報告を受ける。

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項及び当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立
性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合
には、監査等委員会と協議のうえ人選を行う。

（2）当該使用人の人事については、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得
たうえで決定する。

（3）当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務
を優先して従事するものとする。

７．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会
への報告に関する体制

（1）取締役及び使用人は、法令に違反する事実及び会社に著しい損害を与える恐
れのある事実を知見したときは、監査等委員会に対し即時当該事実関係の報
告をする。

（2）取締役及び使用人は、監査等委員会より業務執行に関する事項の報告を求め
られた場合は、即時報告をする。

（3）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として解雇等いかなる不利
な取扱いも受けない。

８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に経営方針、当社グループが抱え

る問題点等また、監査上の諸問題等についての意見交換の場を持つ体制をと
る。

（2）監査等委員は、社内における重要な会議又はミーティング等に出席すること
ができる。

９．監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求
等に従い円滑に行い得る体制とする。
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10. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の

関係法令に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築する
とともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正
措置を行う。

11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
（1）当社グループは、反社会的勢力排除については、コーポレート・ガバナンス

の基本的な考え方に基づいて、法令及び企業倫理に則り対応する。
（2）反社会的勢力からの不当な要求又は働きかけをされた場合には、リスク管理

規程に基づいて、担当部署が中心となって一元的かつ組織的に対応する。併
せて、関係行政機関及び法律専門家との連携を図る。

以上の決議内容に従って、各種規程を設け、各機関を設置し、取締役会を開催して
報告を行うなど、網羅的に内部統制システムを整備しております。

なお、現在のところ、監査等委員会補助社員は置いておりません。

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況
上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、上記に掲げた内部統

制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、
内部統制システムの運用状況について重要な不備が無いかモニタリングを常時行っ
ております。また、管理本部および内部監査室が中心となり当社グループの各部門
に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行い
当社グループ全体を統括し推進させております。

当事業年度における当社グループの運用状況の概要は、次のとおりです。
１．コンプライアンス体制

法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制とし
て、「内部通報規程」を定め、当社及び子会社の役職員からの相談・通報専用窓口
を設置しております。

２．リスク管理
当社グループに関わる様々なリスクを防止し管理すること、またリスク発生時

に迅速・的確な対応を施し改善することを目的とした「リスク管理規程」を定め、
「リスク管理委員会」を設置するとともに、緊急時対応として、リスクが顕在化
し、当社及び関係者に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性がある場合には、
危機管理のための「危機管理委員会」を適宜設置する体制をとっております。
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３．グループ会社の管理
当社では、「関連会社管理規程」を定め、当社グループ会社の経営方針、政策等

は取締役会の付議事項とするなど、事前の承認及び報告を受ける体制を整えてお
ります。

４．取締役の職務の執行
当社は取締役会規程に基づき原則として月１回の定例取締役会を開催するほか、

必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定める事項のほか諸規程に基
づく適法性及び経営判断により、業務執行に関する決議を行っております。また、
社内組織の業務と職位の権限と責任を明確にするため「業務分掌規程」、「役割権
限規程」を定め、業務が組織的かつ有効的に遂行するよう努めております。

５．監査等委員会
当社は監査等委員会規則に基づき、毎月開催の定例取締役会の前に監査等委員

会を開催しております。監査等委員会では、監査の方針、監査計画の策定及びそ
の実施状況について情報を共有するとともに、当社の内部統制の整備、運用状況
について、関係先からのヒアリングを通じて確認をしており、より健全な経営体
制と効率的な運用が行われるよう助言を行っております。

また、会計監査人、内部監査室その他内部統制に関わる関連部署と適宜意見交
換を行うなど連携を図り監査の実効性確保、向上に努めております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年 ３ 月 １ 日から）2026年 ２ 月28日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年３月１日 期首残高 100,000 246,063 483,377 △5,656 823,784

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △25,536 △25,536
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 30,673 30,673

自 己 株 式 の 取 得 △35,280 △35,280

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 − − 5,137 △35,280 △30,142

2026年２月28日 期末残高 100,000 246,063 488,514 △40,936 793,641

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2025年３月１日 期首残高 47,862 47,862 871,646

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △25,536
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 30,673

自 己 株 式 の 取 得 △35,280

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 61,545 61,545 61,545

連結会計年度中の変動額合計 61,545 61,545 31,403

2026年２月28日 期末残高 109,407 109,407 903,049
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数……………………１社
・連結子会社の名称…………………株式会社ビッグパワー

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称………………株式会社うおや
・連結の範囲から除いた理由………非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か
らみて、連結の範囲から除いても連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であるため連結の範囲から除外しております。

③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

・主要な会社等の名称………………株式会社うおや
・持分法を適用しない理由…………上記の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため持分
法の適用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
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ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品

本部商材…………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）

店舗商材…………………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品……………………………最終仕入原価法による原価法
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産……………………定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法によっております。

ロ．無形固定資産……………………自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．長期前払費用……………………均等償却
③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒見込率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連
結会計年度の負担額を計上しております。

ハ．関係会社支援損失引当金………営業を終了した関係会社の損失発生に備えるため、損失見込
額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとお
りであります。

一般消費者に対する鮮魚・寿司の販売と飲食店及びベーカリーの運営を主な事業として行っ
ており、履行義務として識別しております。これらの事業については、店舗において顧客に商
品を引き渡した時点又はテーブルサービスを提供した時点で、顧客が支配を獲得し履行義務が
充足されると判断しており、当該引き渡し時点で収益を認識しております。

取引価格は、約束した商品又はサービスの顧客への移転によって当社及び連結子会社が権利
を得ると見込んでいる金額であります。

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて
おりません。
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２．会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計」基準という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正
会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）
第65−２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変
更による連結計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 510,125千円
無形固定資産 11,847千円
長期前払費用 8,457千円
減損損失 39,956千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社グループは、減損の兆候を判定するに当たり、基本単位としてキャッシュ・フローを生み出

す最小単位である店舗を資産グループとしてグルーピングしており、店舗ごとに減損の兆候の有無
を検討しております。減損の兆候が認められる店舗については、資産グループから得られる割引前
将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定
し、減損損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失とし
て計上しております。減損損失の認識の要否の判定において使用される割引前将来キャッシュ・フ
ローの見積りは、各店舗の翌期予算を基礎とし、市場環境等の影響を主要な仮定として織り込んで
作成しておりますが、当該仮定は将来の不確実な経済条件の変動などによって、当初見込んでいた
収益が得られず実際の営業実績が見積りと異なった場合には、減損損失の計上に伴い、翌連結会計
年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（１）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産
土地 173,344千円

計 173,344千円
②担保に係る債務
短期借入金 337,000千円
１年内返済予定長期借入金 39,996千円
長期借入金 121,671千円

計 498,667千円
上記担保資産の根抵当権極度額は、564,000千円であります。

（２）有形固定資産の減価償却累計額 1,082,962千円

５．連結損益計算書に関する注記
減損損失

用途 種類 地域

店舗設備 建物及び構築物・工具、器具及び備品・
長期前払費用 関東地区 3店舗

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊
休資産については物件単位毎にグルーピングしております。

店舗設備の減損の理由としては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（39,956千円）として特別損失に計上
いたしました。

その内訳は、建物及び構築物33,431千円・工具、器具及び備品6,344千円・長期前払費用181
千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシ
ュ・フローが見込めない資産については回収可能価額を零として評価しております。また、使用価
値の算定の際に適用した割引率は3.5％であります。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普 通 株 式 2,555千株 −千株 −千株 2,555千株

（注）発行済株式の総数は、表示単位未満を切り捨てて記載しております。

（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2025年４月10日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 25,536 10 2025年

２月28日
2025年
５月２日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2026年４月９日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 25,186 10 2026年

２月28日
2026年
５月１日

（3）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達

については銀行借入による方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに期

日及び残高を管理するとともに、適宜回収懸念の早期把握に努めております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在します。投資有価証

券については、時価や発行体の財政状態を把握し管理しております。
敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。担当部署が、資金繰り

計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しておりま
す。

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金は、設備投資に係る資金
調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されており
ます。当該リスクに関しては、定期的に残高と金利の動向を把握し管理しております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りです。なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、
「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、記載を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表

計上額（＊） 時価（＊） 差額

投資有価証券 270,014 270,014 −

敷金及び保証金 333,850 324,528 △9,321

長期借入金（注2） （396,844） （392,347） △4,496

長期預り保証金 （67,991） （62,472） △5,518
（注）1．負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）2．1年内返済予定の長期借入金を含めております。
（注）3．市場価格のない株式等

（単位：千円）
区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 0

非上場株式等については、「投資有価証券」には含めておりません。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投資有価証券

その他有価証券

株式 210,068 − − 210,068

投資信託 59,946 − − 59,946

資 産 計 270,014 − − 270,014

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

敷金及び保証金 − 324,528 − 324,528

資 産 計 − 324,528 − 324,528

長期借入金 − 392,347 − 392,347

長期預り保証金 − 62,472 − 62,472

負 債 計 − 454,820 − 454,820

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式及び上場投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び上場投資信託
は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等を基
に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。変動金利に
よるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳
簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
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長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等を基
に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

セグメント 売上高

鮮魚事業 8,199,492

飲食事業 890,777

不動産事業 169,760

顧客との契約から生じる収益 9,260,030

その他の収益 232,596

外部顧客に対する売上高 9,492,627

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等（4）会計方針に関する事項 ④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりです。
（単位：千円）

区分 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 390,589 484,744

契約負債 143 120
（注）契約負債は、顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社において、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないた

め、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。
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９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 358円54銭
（2）１株当たり当期純利益 12円16銭

10．重要な後発事象に関する注記
（譲渡制限付株式報酬制度の導入）

当社は、2026年４月９日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当
社の取締役を対象として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）について
年額60百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2026
年５月21日開催予定の当社第41回定時株主総会に付議することといたしました。
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株主資本等変動計算書

（2025年 ３ 月 １ 日から）2026年 ２ 月28日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

2025年３月１日 期首残高 100,000 246,063 246,063 364,117 364,117

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △25,536 △25,536

当 期 純 利 益 47,710 47,710

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − 22,173 22,173

2026年２月28日 期末残高 100,000 246,063 246,063 386,291 386,291

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年３月１日 期首残高 △5,656 704,524 47,862 47,862 752,386

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △25,536 △25,536

当 期 純 利 益 47,710 47,710

自 己 株 式 の 取 得 △35,280 △35,280 △35,280
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 61,545 61,545 61,545

事業年度中の変動額合計 △35,280 △13,106 61,545 61,545 48,439

2026年２月28日 期末残高 △40,936 691,418 109,407 109,407 800,826
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ．子会社株式………………………移動平均法による原価法
ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ．商品
本部商材…………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）
店舗商材…………………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
ロ．貯蔵品……………………………最終仕入原価法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産………………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法によっております。

② 無形固定資産………………………自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用………………………均等償却
（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒見込率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金…………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事
業年度の負担額を計上しております。

③ 関係会社支援損失引当金…………営業を終了した関係会社の損失発生に備えるため、損失見込
額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
一般消費者に対する鮮魚・寿司の販売と飲食店の運営を主な事業として行っており、履行義務

として識別しております。これらの事業については、店舗において顧客に商品を引き渡した時点
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又はテーブルサービスを提供した時点で、顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断して
おり、当該引き渡し時点で収益を認識しております。

取引価格は、約束した商品又はサービスの顧客への移転によって当社が権利を得ると見込んで
いる金額であります。

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれてお
りません。

２．会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計」基準という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正
会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）
第65−２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変
更による計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 478,343千円
無形固定資産 10,829千円
長期前払費用 8,457千円
減損損失 9,505千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結注記表に注記している内容と同一であるため、記載を省略しております。

４．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産
土地 173,344千円

計 173,344千円
②担保に係る債務

短期借入金 337,000千円
１年内返済予定長期借入金 39,996千円
長期借入金 121,671千円

計 498,667千円
上記担保資産の根抵当権極度額は、564,000千円であります。

（2）有形固定資産の減価償却累計額 938,410千円
（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 54,696千円
② 短期金銭債務 5,058千円
③ 長期金銭債権 22,462千円

（4）債務保証
下記関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
株式会社ビッグパワー 5,419千円
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５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
（1）営業取引による取引高

販売費及び一般管理費 41,988千円
（2）営業取引以外の取引高 2,495千円

減損損失

用途 種類 地域

店舗設備 建物・長期前払費用 関東地区 ２店舗

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休資産に
ついては物件単位毎にグルーピングしております。

店舗設備の減損の理由としては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（9,505千円）として特別損失に計上
いたしました。

その内訳は、建物9,323千円・長期前払費用181千円であります。
なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、零として評価しております。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 2千株 35千株 −千株 37千株

（注）自己株式の数は、表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、減価償却超過額等であり、繰延税金負債の発生の

主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

８．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（単位：千円）

種 類 会社等の名称 議決権の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（注２） 科 目 期末残高

子会社 株式会社
ビッグパワー

直接
100％

売上代金回収代行
事務代行手数料

役員の兼務

売上代金の回収
（注１） 355,665 売掛金（注１） 34,488

手数料の受取 2,400 ― ―

子会社 株式会社
うおや

直接
100％

資金の貸付
役員の兼務

資金の貸付
（注３） 30,000

流動資産
その他 6,000

関係会社
長期貸付金 24,000

（注）１．当社は株式会社ビッグパワーにテナント出店しており、定められた契約に基づいて売上代金
の回収を委託しているものであります。

２．取引金額には、消費税等を含めておりません。
３．資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

９. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表 8．収益認

識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

１０.１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 317円96銭
（2）１株当たり当期純利益 18円91銭

１１.重要な後発事象に関する注記
（譲渡制限付株式報酬制度の導入）

当社は、2026年４月９日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当
社の取締役を対象として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）について
年額60百万円以内とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2026
年５月21日開催予定の当社第41回定時株主総会に付議することといたしました。
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